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木城町告示第15号 

 平成26年第４回木城町議会定例会を、次のとおり招集する。 

    平成26年8月29日 

                                木城町長 田口 晃史 

１ 期 日  平成26年９月５日（金）午前９時 

２ 場 所  木城町議会議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

後藤 和実君          堀田 燧幸君 

原   博君          税田 輝房君 

神野 源生君          山田 秋吉君 

宮﨑 勝正君          中竹 義一君 

中村 一也君          甲斐 政治君 

────────────────────────────── 

○９月８日に応招した議員 

同上 

────────────────────────────── 

○９月12日に応招した議員 

同上 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 
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平成26年 第４回（定例）木 城 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             平成26年９月５日（金曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                         平成26年９月５日  午前９時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸報告 

      １）議長の諸般の報告 

        ①議長の会務報告 

        ②例月現金出納検査結果の報告 

        ③議員派遣の報告 

      ２）町長の行政報告 

        ①町長の政務報告 

        ②報告第３号 平成２５年度健全化判断比率について 

        ③報告第４号 平成２５年度資金不足比率について 

      ３）その他の行政報告 

        ①報告第５号 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価等につい

て 

 日程第４ 議案第51号 平成２５年度木城町一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第５ 議案第52号 平成２５年度木城町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 日程第６ 議案第53号 平成２５年度木城町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第７ 議案第54号 平成２５年度木城町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第８ 議案第55号 平成２５年度木城町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第９ 議案第56号 平成２５年度木城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 日程第10 議案第57号 木城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の制定について 

 日程第11 議案第58号 木城町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

制定について 
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 日程第12 議案第59号 木城町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について 

 日程第13 議案第60号 木城町営マイクロワンマン自動車運行条例の一部を改正する条例の制

定について 

 日程第14 議案第61号 木城町インターネットサービスの利用料及び手数料徴収条例の一部を

改正する条例の制定について 

 日程第15 議案第62号 木城町税条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第16 議案第63号 木城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第17 議案第64号 平成２６年度木城町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第18 議案第65号 平成２６年度木城町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第19 議案第66号 平成２６年度木城町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第20 議案第67号 平成２６年度木城町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第21 議案第68号 平成２６年度木城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 日程第22 議案第69号 木城町過疎地域自立促進計画の変更について 

 日程第23 決算審査報告 

 日程第24 決算審査特別委員会の設置及び委員の選任 

 日程第25 議案に対する質疑 

日程第26 各常任委員会・特別委員会議案審査付託 

 日程第27 散会 

───────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸報告 

      １）議長の諸般の報告 

        ①議長の会務報告 

        ②例月現金出納検査結果の報告 

        ③議員派遣の報告 

      ２）町長の行政報告 

        ①町長の政務報告 

        ②報告第３号 平成２５年度健全化判断比率について 

        ③報告第４号 平成２５年度資金不足比率について 
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      ３）その他の行政報告 

        ①報告第５号 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価等につい

て 

 日程第４ 議案第51号 平成２５年度木城町一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第５ 議案第52号 平成２５年度木城町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 日程第６ 議案第53号 平成２５年度木城町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第７ 議案第54号 平成２５年度木城町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第８ 議案第55号 平成２５年度木城町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第９ 議案第56号 平成２５年度木城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 日程第10 議案第57号 木城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の制定について 

 日程第11 議案第58号 木城町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

制定について 

 日程第12 議案第59号 木城町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について 

 日程第13 議案第60号 木城町営マイクロワンマン自動車運行条例の一部を改正する条例の制

定について 

 日程第14 議案第61号 木城町インターネットサービスの利用料及び手数料徴収条例の一部を

改正する条例の制定について 

 日程第15 議案第62号 木城町税条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第16 議案第63号 木城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第17 議案第64号 平成２６年度木城町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第18 議案第65号 平成２６年度木城町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第19 議案第66号 平成２６年度木城町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第20 議案第67号 平成２６年度木城町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第21 議案第68号 平成２６年度木城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 日程第22 議案第69号 木城町過疎地域自立促進計画の変更について 

 日程第23 決算審査報告 

 日程第24 決算審査特別委員会の設置及び委員の選任 

 日程第25 議案に対する質疑 
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日程第26 各常任委員会・特別委員会議案審査付託 

 日程第27 散会 

────────────────────────────── 

出席議員（10名） 

１番 後藤 和実君       ２番 堀田 燧幸君 

３番 原   博君       ５番 税田 輝房君 

６番 神野 源生君       ７番 山田 秋吉君 

８番 宮﨑 勝正君       ９番 中竹 義一君 

10番 中村 一也君       11番 甲斐 政治君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 渕上 達也君   議事調査係長 鍋倉 貴行君 

書  記 稲田 宏美君                 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  田口 晃史君   副町長  半渡 英俊君 

教育長  中竹 聖子君   総務課長  横田  学君 

財政課長  石井 雄二君   会計管理者  伊藤  章君 

企画課長  萩原 一也君   環境整備課長  河野 浩俊君 

教育課長  中井 諒二君   税務課長  津江 邦彦君 

福祉保健課長  中村 宏規君   町民課長  押川 道彦君 

産業振興課長  間腑田辰郎君   監査委員  桑原 正憲君 

教育委員長  原  朋輝君                      

 

午前９時00分開会 

○事務局長（渕上 達也君）  皆様、おはようございます。議会の開会に先立ち、ご案内いたしま

す。傍聴席での写真撮影及び録音等は禁止されています。携帯電話をお持ちの方は、マナーモー

ドにされるか、電源をお切りくださるようお願いいたします。いま一度、ご確認ください。 
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 それでは、皆様、ご起立ください。一同、礼。おはようございます。ご着席ください。 

○議長（甲斐 政治）  おはようございます。定刻になりました。ただいまの出席議員は１０名で

す。 

 ただいまから、平成２６年第４回木城町議会定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 平成２６年第４回木城町議会定例会の会期日程予定表及び本日の議事日程については、９月

１日に開催いたしました議会運営委員会で協議の上、あらかじめお手元に配付したとおりであり

ます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（甲斐 政治）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規程により、８番、宮﨑勝正君、９番、中竹義一君

を指名いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会期の決定 

○議長（甲斐 政治）  日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から９月１２日までの８日間にいたしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  ご異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、本日から９月

１２日までの８日間に決定いたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．諸報告 

○議長（甲斐 政治）  日程第３、諸報告を行います。 

 これより議長の諸般の報告について、議長の会務報告、例月現金出納検査の結果の報告、議員

派遣の報告を行います。 

 まず、議長の会務報告を行います。別紙、議長の会務報告により、主なものを報告をいたしま

す。 

 ６月３０日、北部地域町村議会議長会連絡協議会総会が椎葉村にて開催をされ、事務局長と出

席いたしました。今回の主な議題は、本会を今年度をもって解散の是非でありましたが、解散す

ることで一致をいたしました。 

 ７月１８日、木城こんにゃくの郷づくり事業協同組合設立式に後藤委員長と出席をいたしまし
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た。理事長に藪押南海夫さんが就任されました。これを機に安定的な収穫と供給、そして製品開

発につながることを期待したいと思います。 

 ７月２２日、西都児湯火葬場起工式に、原委員長と出席いたしました。工事が安全に進みます

ことと、予定どおり稼働できることをご祈念いたしたところであります。 

 ７月２５日、平成２６年度高速自動車道建設促進宮崎県期成同盟会総会が宮崎市で行われ、所

管課長と出席をいたしました。２５年度の決算、２６年度の事業計画と予算の承認をいたしたと

ころであります。それから、つなげてこそネットワークを基調とした決議文の採択をしたところ

です。 

 ８月６日、町村議長会正副議長研修会及び地方問題協議会に、副議長、事務局長と出席をいた

しました。研修会では、「勝ち続けるリーダーの条件」の演題で、講演と実技を受けたところで

す。地方問題協議会においては、河野知事に直接、要望書を手渡しし、回答をいただき意見を交

換したところであります。 

 ８月７日、北部地域町村議長会連絡協議会で、河野知事県議会議長に要望活動を行いました。

３郡共通の事項３件のほか、東臼杵郡４件、西臼杵郡３件、児湯郡５件の事項を直接手渡しし、

取り組みいただくようお願いをいたしました。今回の要望活動で、本会の活動は事実上終わりま

すが、児湯郡議長会で引き続き行うよう、次期議長会で提案をすることとしております。 

 ８月２１日から２２日、児湯郡（市）議長会定例会及び正副議長研修並びに地元選出県議会議

員との意見交換会が西米良で開催をされ、副議長、事務局長と出席いたしました。今後の活動、

意見書等の取り扱いを協議し、承認をいたしました。 

 県議会との意見交換会では、早期水稲の県費補助について質問等が出ておったところでありま

す。 

 以上で、会務報告を終わります。 

 次に、例月現金出納検査の結果の報告については、別紙がお手元に配付してありますので、そ

れにより報告にかえます。 

 次に、議員派遣の報告を行います。 

 会議規則第１２７条第１項の規定により、議員派遣された件は、別紙、議員派遣の報告のとお

りでありますが、報告書１番、宮崎県北部地域町村議会議長連絡協議会総会の件、報告書３番、

宮崎県町村議会議長会正副議長研修会及び地方行政問題協議会の件、報告書４番、宮崎県北部地

域町村議会議長連絡協議会要望活動の件、報告書５番、児湯郡（市）町村議会議長会正副議長研

修会の件については、先ほど議長の会務報告の中で報告いたしましたので省略いたします。 

 次に、「報告書２番、議会運営委員会正副委員長研修会の件について」、７番、山田秋吉君の

登壇報告を求めます。７番。 
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○議員（７番 山田 秋吉君）  ただいま議長のほうから読み上げられましたけど、２６年７月の

２３日、宮崎観光ホテルで、参加は私、委員長、それから中村副委員長、それから事務局で参加

をいたしました。講師については、新潟県立大学国際地域学部の准教授、田口一博氏の講演があ

りました。演題としては「議会マネジメント組織としての議会運営委員会・２」ということで講

演がありましたが、特に報告するとすれば、議会報告会は各議会でこの頃取り上げられてやって

おられるようですけど、今の状態で行くとだんだん参加者が少なくなっていくということで、議

会についての報告は、議会広報紙を利用し行い、議会が今後やるとすれば、各種団体の会合の中

に出向いて行って報告をするなどしていくようにしたらいいんではないかというご提案がありま

した。 

 特に、このほかに報告することはありませんので、終わりたいと思います。 

○議長（甲斐 政治）  ７番、山田秋吉君の報告が終わりました。 

 以上で、議員派遣の報告が終わりました。 

 これで、議長の諸般の報告を終わります。 

 次に、町長の行政報告を行います。まず、町長の政務報告について、次に、報告第３号平成

２５年度健全化判断比率について、報告書第４号平成２５年度資金不足比率について、町長の報

告を求めます。町長。 

○町長（田口 晃史君）  まず初めに、平成２６年第４回木城町議会定例会を招集いたしましたと

ころ、議員の皆様には何かとご多用の中にご出席をいただき、厚くお礼を申し上げます。 

 ６月定例議会以降の政務について、主な事項のみ報告をさせていただきます。 

 まず初めに７月の８日でありますが、木城町の畜魂祭を行ったところでございます。口蹄疫か

ら４年の経過をいたしましました。二度と家畜伝染病等を出さないということで、畜舎周辺の清

掃、管理、そして衛生管理、防疫の徹底をお願いをしたところでございます。 

 次に、７月の１９日でありますが、東児湯消防操法大会が東児湯消防本部で行われまして、本

町からは小型で第７部、積載で第８部、自動車ポンプの部で本部が出動をしたところでございま

すが、小型の第７部、積載の第８部がそれぞれ３位に入賞をいたしました。訓練次第では、もっ

と上位が狙えるんではないかとそのように思ったところでございます。 

 次に、７月の２２日ですが、木城町の農業委員会の初会合を行ったところでございます。結果

として、無投票ということで、農業委員の皆さん方が決定したところですが、初会合を招集いた

しまして、その後、農業委員会が開催をされまして、会長に鎌田勝敏氏が選任をされております。 

 次に、８月の１５日ですが、木城町戦没者供養祭を城山公園で行ったところであります。ご案

内のとおり終戦から６９回を迎えました。約１００名のご出席をいただきまして、御霊の安らか

らんことと世界の恒久平和を祈願したところでございます。 
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 次に、８月の１９日ですが、１９日から２７日まで私はブラジルのほうに出張をさせていただ

きました。これは、ブラジル県人会創立６５周年記念と県人移住１００周年記念式典に、県町村

会派遣団として１４名が出席をいたしました。本県からは、稲用副知事ほか７３名が参加をした

ところでございます。 

 私たちは、エミレーツ航空で羽田、ドバイ経由でブラジルに行きましたが、羽田、ドバイ、ド

バイと言いますと石油の産地でありまして、砂漠地帯にできた都市でありますが、アラブ首長国

連邦の中にありますドバイでありまして、羽田からドバイまで１１時間飛行機がかかりました。

ドバイで３時間の待ち時間がございまして、それからドバイからブラジルまで１５時間かかりま

して、約３０時間近くかけてブラジルのサンパウロに到着をしたところでございます。サンパウ

ロは標高が７８０メーターございます。 

 ブラジルは現在、ブラジルには乾季と雨季と２つしかないということですが、８０年ぶりの干

ばつということでございまして、あちこちで火災等も発生をしておりますし、非常に雨が少なく

て農作物に多くの影響が出ておるというようなことでございました。日本とブラジルの時差は、

ちょうど１２時間でございます。朝夕の気温は１２、３度でございますが、昼間は２３、４度ま

で上がります。しかし、湿気が少ないということもございまして、大変過ごしやすかったとその

ように思っております。 

 ブラジルの国土面積は日本の約２３倍ございまして、全長が３,１００キロということでござ

います。人口は約２億人、サンパウロ州ですが、そこが人口が約３,０００万人の中で、その中

にサンパウロ市があるわけですが、１,１００万人ということでございました。日系人口は

１２０万人程度ではないかと言われておりまして、そのうち本県関係者が約４,０００人だろう

と言われております。 

 ブラジル県人会に加入されておる方は６００人弱でありまして、移住した人全てが成功をして

いる状況ではないということが実感としてとれました。輸送機関、交通機関といたしましては、

人の移動は、全て車であります。ですから３,１００キロ全て道路維持、管理等に多額の経費が

かかるということで、鉄道は敷いてありますが、貨車、貨物だけの輸送というようなことであり

ました。 

 ワールドカップが行われて以降、経済が低迷しておりまして物価高であります。ちなみにラー

メン１杯が１,５００円、焼酎４合瓶２５度が１万円以上というようなことで、インフレーショ

ンの状況にあるというふうに感じたところであります。非常に貧富の差が大きいと、あちこちで

ホームレスを見かけるというような状況でございました。それと、窃盗等が多くて非常に治安が

悪い。 

 サンパウロ市以外は非常に汚い、観光に行く町ではないと、道路を生活排水が流れておるよう
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な状況もありまして、また不衛生的な水たまり等もあちこちで見られました。町全体に非常に落

書きが多いというような状況を見たところでございます。 

 今日、ブラジル日系社会は二世、三世の時代に移っておりまして、二世、三世の中からブラジ

ル国、国会議員、それからサンパウロ州等の州の議員、それから市長等になられておられて、活

躍をされている方がたくさんいらっしゃるという状況もお伺いをいたしました。 

 そこで、式典は８月の２４日の日曜日、日本とは半日違うわけですが、９時から一部と二部に

分かれて、ブラジル北海道協会会館ということで行われまして、約５００名の方が参加をされた

ところでございます。 

 このブラジル北海道協会会館は、私が見た目では、もう５、６０年はたっておるなあというよ

うな古い建物でございまして、もちろん空調設備等はありませんでしたが、折りたたみ椅子を並

べて式典が行われたところであります。 

 第一部といたしましては、県人物故者の慰霊法要が神式により行われました。この宮司さんは、

南米在住の日本人の宮司さんということでございまして、その後、高千穂神楽が三番程度披露さ

れたところでございます。 

 式典第二部は、１０時３０分から午後２時まで行われまして、ブラジル県人会会長の高橋久子

さんという方ですが、８０歳程度だとお見受けしたんですが、女性の方ですが、その人の挨拶に

始まりまして、日本側来賓として稲用副知事、ほか３名の方がご挨拶をされたところであります

が、町村会の椎葉会長の挨拶の中で「ふるさと」という、ウサギ追いしかの山ですね、あの歌を

椎葉会長が歌われたんですが、会場の全員の方が口ずさまれて母国をしのぶ姿が見受けられたと

いうような状況でございます。 

 それから、ブラジル側からはサンパウロの日本領事館、福嶌教輝さんの挨拶がございまして、

非常にポルトガル語と日本語を使い分けて流暢なご挨拶をいただきました。それから国会議員の

ブラジル国ですが、国会議員の安部順二氏、それからサンパウロ衆議院議員の葉藤ジョージさん、

それからホンダの現地社長等のご出席もあったところでございます。 

 そんな中で表彰、それから感謝状の贈呈等も行われたところでございますが、本県から

１００年前に最初に移住された方は、１９１４年、大正３年、川南町出身の甲斐長蔵さんという

ことだったそうでございます。しかし、この甲斐さんには、子供さんがいらっしゃらなかったと

いうことでございまして、その後、余りその子孫の消息はわかっていないということですが、川

南町長が代表で表彰を受けられたところでございます。 

 ブラジルの方全体が、日本に対して大変好意を持っていらっしゃるということがわかりました。

日本政府がブラジルに対して経済的な支援、それから国土の整備等大きく貢献していることがそ

の原因ではないかと思います。今後、さらに両国が緊密な相互発展をすることを期待をいたして
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おるところでございます。 

 式典の後、アトラクション等もございまして、日本から移住されておる方の日本舞踊、それか

ら演歌等もございました。最後にブラジルの国演と言いますかサンバがありまして、非常にすば

らしい式典であったと、そのように考えております。なお、木城関係のお方は出席がなかったわ

けですが、高鍋町出身で竹原祐貞さん、私よりか１級下ということでございました。お会いして

すぐ故粟田さんと同級生ですというようなことをおっしゃいまして、お聞きしましたら、うちの

総務課長のおじさんということでありますが、会場まで８００キロをかけて家族１４、５名で

２台の車に乗って来ましたということでございました。 

 私といろいろお話をさせていただきましたが、その中でも成功をされたお一人ではないかと思

いました。成功の秘訣をお伺いいたしましたところ、やはり人を見る目、ブラジル人ですね、一

人一人性格も違うし能力も違うということで、それをいかに見分けるかと、そして、適材適所に

効率的な仕事を与えるかということであるということでございました。 

 本人も、まだバリバリの現役でありまして、私が見た目では、まだ６０代かなというような印

象を受けました。本人が１,６００ヘクタール、木城町の耕地の面積が両方あわせて８００ヘク

タールですから、いかに大きな面積かわかるわけですが、現在、大豆、トウモロコシ、小麦、以

前は綿、綿花もつくっておったということですが、息子さんの時代にもう移りまして、息子さん

が３,５００ヘクタール、息子さんも大豆、トウモロコシ、小麦等を栽培をしておるということ

でございまして、２年後ぐらいには日本に里帰りしたいというようなこともおっしゃっておられ

まして、非常に成功した方は、膨大な土地とそういった経営をされておるんだなあということを

強く印象を持ったところでございます。 

 次に、９月の１日でございますが、木城町交通安全対策協議会を実施をいたしました。現在、

非常に交通事故がふえておりまして、総件数が２３件ですが、当事者間、先月の１４位から一気

にワースト７位というようなことになってしまっております。秋の全国交通安全に向けて、より

一層強い啓蒙交通安全に対する普及啓蒙を行っていきたいと、そのように考えておるところでご

ざいます。 

 続きまして、報告第３号、４号についてご報告をさせていただきます。 

 報告第３号でございますが、報告第３号は「平成２５年度健全化判断比率について」でありま

す。地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により監査委員の意見をして

報告するものでございます。 

 実質公債費率は７.３％となっており、早期健全化基準の２５％を下回っております。なお、

赤字もなく将来負担比率は発生しておりません。 

 次に、報告第４号ですが、報告第４号は「平成２５年度資金不足比率について」であります。
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により監査委員の意見をして報

告するものであります。 

 簡易水道事業特別会計、下水道事業特別会計とも資金不足はございません。 

 以上で、報告を終わらせていただきます。 

○議長（甲斐 政治）  町長の行政報告が終わりました。 

 次に、その他の行政報告を行います。 

 報告第５号教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価等について、教育委員会委員

長の報告を求めます。教育委員長。 

○教育委員長（原  朋輝君）  報告第５号は教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評

価についてであります。 

 法律第２７条第１項の規定によりまして、平成２５年度の教育に関する事務の管理及び執行状

況の報告をいたします。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、平成２０年度から教育委員会の権限

に属する事務の全てにおいて、その管理及び執行状況について点検、評価を行うことになりまし

た。 

 木城町教育委員会としては、これまでも本町の教育の発展のためにさまざまの事業に着手し、

その結果等を踏まえて改革に取り組んできたところであります。行政機関が教育施策効果を把握

し、必要性、効率性等の観点からみずから評価を行い、その結果を公表することは施策を的確に

遂行するとともに、町民に対する説明責任を果たす上で重要であります。 

 点検評価の項目につきましては、業務を大きく３項目に分類いたしまして、その１は、教育委

員会の活動についてであります。教育委員会の活動は、教育委員会の会議の運営改善、保護者や

町民への情報発信等の状況を点検、評価するものであります。 

 その２は、教育委員会が管理執行する事務であります。教育委員会が管理執行するとされてい

る事務で、教育行政の運営に関する基本方針を定めること等の状況を点検、評価するものであり

ます。 

 その３は、教育委員会が管理執行を教育長に委任する事務であります。教育委員会が策定した

木城町教育基本方針及び重点施策に基づき教育長が委任を受け、事務を推進していることを抜粋

して状況を点検、評価するものであります。 

 点検、評価の基準につきましては、実現度をＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階に分けまして、Ａは達成

をしている。Ｂはおおむね達成をしている。Ｃは一部達成している。Ｄは達成をしていない、と

いたしました。 

 このような基準設定のもとに行った点検、評価については、各項目の評価結果をもとに第三者



- 13 - 

であります評価委員の意見を含めて、わかりやすくその理由を記述いたしております。いずれの

項目も、その実現度は達成をしている。または、おおむね達成していると評価いたしました。 

 第三者の評価委員の意見といたしましては、主なものは生涯学習の集いや、人材バンクを活用

した講座等が定着性と質の充実性が高まり、文化活動によい結果が生じている。学力向上におい

て、学力向上サポーターを２３年度の２名から、２５年度は５名を配置していただいたことが高

く評価をいただきました。 

 いじめ等につきましては、当事者のことをよく考慮し、慎重に対処をしており、今後はいじめ

を見抜く環境づくりの観点から、人間関係を含めたコミュニケーションづくりに対処していただ

きたい等の意見をいただきました。評価委員さんのこのような貴重な意見を、今後の教育委員会

の運営に確実に反映させていきたいと考えております。 

 私の個人的な評価といたしましては、木城町教育委員会が６２年前の昭和２７年１１月に始ま

って以来、初めて中竹聖子教育長が就任されたことであります。さきの９月３日に発足した第二

次安倍改造内閣でも５人の女性大臣が就任され、女性活躍大臣が誕生したところでございますが、

木城町教育委員会も新しい時代に即応した画期的な体制が施行されたと思います。 

 平成２５年度の教育に関する事務の管理及び執行状況の報告は、以上であります。 

 ここで一言お断りをさせていただきたいと存じます。本年度におきまして、町民の方からお預

かりした文化財等の保守・管理に不具合があり、町長を初め議員の皆様、町民の皆様に大変なご

心配とご迷惑をおかけいたしました。この場をお借りいたしまして、皆様に深くお詫び申し上げ

ます。大変申しわけありませんでした。 

 これで、報告を終わらせていただきます。 

○議長（甲斐 政治）  その他の行政報告が終わりました。これで諸報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．議案第５１号 

日程第５．議案第５２号 

日程第６．議案第５３号 

日程第７．議案第５４号 

日程第８．議案第５５号 

日程第９．議案第５６号 

日程第１０．議案第５７号 

日程第１１．議案第５８号 

日程第１２．議案第５９号 

日程第１３．議案第６０号 
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日程第１４．議案第６１号 

日程第１５．議案第６２号 

日程第１６．議案第６３号 

日程第１７．議案第６４号 

日程第１８．議案第６５号 

日程第１９．議案第６６号 

日程第２０．議案第６７号 

日程第２１．議案第６８号 

日程第２２．議案第６９号 

○議長（甲斐 政治）  次に、議案上程を行います。 

 提出されました日程第４、議案第５１号から日程第２２、議案第６９号に至る議案については、

朗読は省略し、町長から一括して提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（田口 晃史君）  ただいま、上程いただきました議案第５１号から議案第６９号に至る

１９議案について、一括して提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第５１号は平成２５年度木城町一般会計歳入歳出決算認定についてであります。 

 平成２５年度の我が国の経済は、アベノミクス効果により円安を初め、株価が上がるなど景気

の回復傾向が見られます。しかし、地域経済においては原油価格の高騰や、災害の発生など消費

税増税の影響により、また今なお厳しいものが見られます。 

 本町においては、２５年度も収支の均衡は取れましたが、大規模償却資産税の減少や社会保障

費の増加など、将来、財政の硬直化が予想されることから、これまでどおり財政健全化に努め、

町民本位の福祉の向上と地域の振興を図りながら財政運営を進めたところでございます。 

 平成２５年度当初予算は、４０億１,２００万円でしたが、補正予算等により最終予算は

４５億８,３００万５,０００円となり、前年度予算額４５億６,７９３万６,０００円と比較いた

しますと、０.３％増の予算規模となりました。 

 この予算に対し決算額は、歳入４４億６,１１８万５,０００円、歳出４１億８,２０７万

９,０００円、翌年度に繰り越すべき財源３,７１６万８,０００円で、実質収支額２億

４,１９３万８,０００円となりました。なお、歳入歳出の状況につきましては、別紙説明資料を

添付しておりますので、お目通しいただきたいと存じます。 

 議案第５２号は、平成２５年度木城町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてで

あります。 

 平成２５年度決算は、歳入９億２,４５３万５,０００円、歳出８億６,８１９万３,０００円で、

差し引き５,６３４万２,０００円の実質収支額となりました。歳入は前期高齢者交付金２億
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３３７万７,０００円で２２％、国庫支出金１億９,１０８万１,０００円で２０.７％の順となっ

ております。歳出は保険給付費５億５,２８６万７,０００円で６３.７％、共同事業拠出金１億

１,３５５万６,０００円で１３.１％の順となっております。 

 議案第５３号は、平成２５年度木城町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてであり

ます。 

 平成２５年度決算は、歳入１億３,３００万１,０００円、歳出１億２,７１１万２,０００円で、

差し引き５８８万９,０００円の実質収支額となりました。歳入は使用料及び手数料８,３４８万

８,０００円で６２.８％、繰入金２,４０３万８,０００円で１８.１％の順となっております。

歳出は簡易水道費８,０９６万６,０００円で６３.７％、公債費４,６１４万６,０００円で

３６.４％の順となっております。 

 議案第５４号は、平成２５年度木城町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてでありま

す。 

 平成２５年度決算は、歳入１億７,８５２万２,０００円、歳出１億５,７７１万２,０００円で、

差し引き２,０８１万円の実質収支額となりました。歳入は繰入金１億３,８２０万円で

７７.４％、使用料及び手数料３,０７９万１,０００円で１７.２％の順となっております。歳出

は公債費１億１９０万６,０００円で６４.４％、下水道事業費５,５８０万６,０００円で

３５.４％となっております。 

 議案第５５号は、平成２５年度木城町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてであります。 

 平成２５年度保険事業勘定の決算は、歳入５億７,２３６万７,０００円、歳出５億５,６９０万

６,０００円で、差し引き１,５４６万１,０００円の実質収支額となりました。歳入は国庫支出

金が１億４,７０１万４,０００円で２５.７％、支払基金交付金が１億４,５４０万４,０００円

で２５.４％、繰入金が１億７２７万２,０００円で１８.７％の順となっております。歳出は保

険給付費が４億９,４５２万３,０００円で８８.８％を占めております。 

 サービス事業勘定の決算は、歳入９０４万７,０００円、歳出７３４万１,０００円で、差し引

き１７０万６,０００円の実質収支額となりました。歳入は繰入金４５０万１,０００円で

４９.７％、サービス収入３６３万４,０００円で４０.２％の順となっております。歳出はサー

ビス事業費４７７万円で６５.０％、総務管理費１６６万円で２２.６％の順となっております。 

 議案第５６号は、平成２５年度木城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてであ

ります。 

 平成２５年度決算は、歳入６,３６６万６,０００円、歳出６,２４８万４,０００円で差し引き

１１８万２,０００円の実質収支額となりました。歳入は後期高齢者医療保険料３,３９０万

８,０００円で５３.３％、繰入金２,８４５万４,０００円で４４.７％の順となっております。
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歳出は後期高齢者医療広域連合納付金が５,４９４万４,０００円で８７.９％、総務費６２４万

８,０００円で１０％の順となっております。 

 議案第５７号は、木城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の制定についてであります。 

 この条例案は、子ども・子育て支援法第３４条第２項及び第４６条第２項の規定に基づき特定

教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものであります。 

 子ども・子育て関連３法が制定され、平成２７年４月から子ども・子育て支援新制度が開始さ

れます。それに先立ち本条例を制定し、所要となる確認事務等が行えるようにするものでござい

ます。 

 議案第５８号は、木城町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定に

ついてであります。 

 この条例案は児童福祉法第３４条の１６第１項の規定に基づき家庭的保育事業の設備及び運営

に関する基準を定めるものであります。子ども・子育て関連の３法が制定され、平成２７年４月

から子ども・子育て支援新制度が開始されます。これに先立ち本条例を制定し、所要となる認可

事務等が行えるようにするものであります。 

 議案第５９号は、木城町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

制定についてであります。 

 この条例は児童福祉法第３４条の８の２第１項の規定に基づき放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定めるものであります。子ども・子育て関連３法が制定され、平成

２７年４月から子ども・子育て支援新制度が開始されます。これに先立ち本条例を制定し、所要

となる届出事務等が行えるようにするものでございます。 

 議案第６０号は、木城町営マイクロワンマン自動車運行条例の一部を改正する条例の制定につ

いてであります。 

 現在運行しております町営バス３路線のうち、５月から運行を開始いたしました中之又線に、

町民から要望のありました川原から湯らら間の乗車に係る運賃を定めるため、条例の一部を改正

するものでございます。 

 議案第６１号は、木城町インターネットサービスの利用料及び手数料徴収条例の一部を改正す

る条例の制定についてであります。 

 木城町インターネットサービスについて、新たにホームページサービスの追加に伴い、月額使

用料を変更するため条例の一部を改正するものであります。 

 議案第６２号は、木城町税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

 今回の改正は、地方税法等の一部改正に伴い、木城町税条例の一部を改正するものであります。 
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 議案第６３号は、木城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

 今回の改正は、地方税法等の一部改正に伴い、木城町国民健康保険税条例の一部を改正するも

のであります。 

 次に、議案第６４号は、平成２６年度木城町一般会計補正予算（第３号）であります。 

 補正予算（第３号）は、予算の総額に歳入歳出それぞれ１億３,９００万円を追加し、予算の

総額をそれぞれ４１億７,４００万円にするものであります。歳入の主なものは繰越金６,５３７万

円、国庫支出金２,６６２万円、諸収入２,５５５万９,０００円、地方交付税減額４,０５７万

９,０００円等であります。歳出の主なものは災害復旧費４,０３７万円、商工費３,８２２万円、

土木費３,６９３万３,０００円、総務費１,２２６万８,０００円等であります。 

 議案第６５号は、平成２６年度木城町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）でありま

す。 

 補正予算（第１号）は、予算の総額に歳入歳出それぞれ３,０７４万６,０００円を追加し、予

算の総額をそれぞれ８億７,８７４万６,０００円にするものであります。歳入は前期高齢者交付

金３,０７４万６,０００円であります。歳出の主なものは予備費２,７７１万９,０００円、諸支

出金２８３万１,０００円等であります。 

 議案第６６号は、平成２６年度木城町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）であります。 

 補正予算（第１号）は、予算の総額に歳入歳出それぞれ９７１万４,０００円を追加し、予算

の総額をそれぞれ１億２,０７１万４,０００円にするものであります。歳入は繰入金８９９万

９,０００円、繰越金７１万５,０００円であります。歳出は簡易水道費９５４万５,０００円、

予備費１６万９,０００円であります。 

 議案第６７号は、平成２６年度木城町介護保険特別会計補正予算（第１号）であります。 

 補正予算（第１号）は、保険事業勘定の予算の総額に歳入歳出それぞれ１,１４９万５,０００円

を追加し、予算の総額をそれぞれ６億４,１４９万５,０００円に、介護サービス事業勘定予算の

総額に歳入歳出それぞれ１７０万５,０００円を追加し、予算の総額をそれぞれ１,２９０万

５,０００円にするものであります。 

 保険事業勘定の歳入は繰越金１,１４９万５,０００円であります。歳出は諸支出金１,１４９万

５,０００円であります。介護サービス事業勘定の歳入は繰越金１７０万５,０００円であります。

歳出は諸支出金１７０万６,０００円、予備費減額１,０００円であります。 

 議案第６７号は、平成２６年度木城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）であります。 

 補正予算（第１号）は、（発言する者あり）失礼いたしました。最初から説明いたします。 

 議案第６８号は、平成２６年度木城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）であります。 

 補正予算（第１号）は、予算の総額に歳入歳出それぞれ２０２万２,０００円を追加し、予算
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の総額をそれぞれ７,００２万２,０００円にするものであります。歳入は繰越金１１８万

１,０００円、諸収入８４万１,０００円であります。歳出は諸支出金１１８万２,０００円、総

務費８４万円であります。 

 議案第６９号は、木城町過疎地域自立促進計画の変更についてであります。 

 地域公共交通について、町内の公共交通の現状把握と町民ニーズ調査等から問題点及び課題を

整理分析し、新たな地域公共交通体系の構築に向けた調査・研究事業を行うため、計画を変更し

事業を追加するものであります。事業追加の変更に伴い、過疎地域自立促進特別措置法第６条第

１項の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 

 以上、提案理由の説明を終わらせていただきます。ご審議いただき議決くださるようお願い申

し上げます。 

○議長（甲斐 政治）  町長の提案理由説明が終わりました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２３．決算審査報告 

○議長（甲斐 政治）  日程第２３、決算審査報告を行います。 

 平成２５年度の一般会計及び特別会計の決算について、代表監査委員より決算審査報告をお願

いいたします。代表監査委員。 

○監査委員（桑原 正憲君）  平成２５年度決算審査報告いたします。 

 平成２５年度木城町一般会計歳入歳出決算、それに特別会計の決算審査の要請を受けましたの

で、平成２６年７月１４日から平成２６年７月２４日までの６日間の日程で、神野源生監査委員

とともに審査を実施いたしました。 

 ２ページをごらんください。審査の結果、平成２５年度一般会計及び特別会計の決算状況は下

記のとおりであり、関係帳簿及び証拠書類を照合した結果、決算計数について正確であることを

確認しました。 

 ２ページの順次あとに報告します。３ページをお願いします。一般会計の決算報告をいたしま

す。 

 平成２５年度の一般会計決算状況は上表のとおりです。歳入総額は４４億６,１１８万

４,０００円で、前年度と比べ１,５１８万７,０００円の減、歳出総額は４１億８,２０７万

８,０００円で、前年度と比べ５５７万９,０００円の減でありました。歳入歳出差し引き額は

２億７,９１０万５,０００円となっており、翌年度へ繰り越すべき財源３,７１６万８,０００円

を差し引いた実質収支額は２億４,１９３万７,０００円であります。この実質収支額から前年度

実質収支額を差し引いた単年度収支は１０８万１,０００円の減となりました。財政調整基金積

立金２億６,０００万円を加えた実質単年度収支は、２億５,８９１万８,０００円の黒字となっ
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ております。 

 ４ページお願いします。歳入決算について。平成２５年度一般会計歳入総額は４４億６,１１８万

４,０００円で、前年度と比較して１,５１８万７,０００円の減であり、調定額に対する収入率

は９６.８％でありました。この理由は、下のほうに書いてあります、ごらんください。 

 ５ページ、財源の構成比を見ると平成２５年度は自主財源７９.７、国・県依存財源１６.５％、

その他３％となっております。 

 それから６ページ、町税に関して。町税の収納状況については上表のとおりです。 

 調定額に対する収納率は９９.６％となっており、前年度と比較すると０.１％の増である。収

入未済額は１,３２７万３,０００円であり、前年度の１,７１０万６,０００円から３８３万

３,０００円の減であります。８４万２,０００円は不納欠損処理されている。前年度と比べ固定

資産税は１億２,５２０万８,０００円の減、町民税、法人税は４４７万円の減となっております。 

 それから７ページ、町税の不納欠損額については、この数字を見ていただきたいと思います。

地方交付税についてもごらんください。 

 それから８ページ、分担金及び負担金、この表は児童福祉負担金保育料の収入未済額が１１万

９,０００円であり、年々減少していますけど、引き続き収入未済額の解消には特段の努力を行

い、退園後の徴収とならないようお願いしたい。それから使用料及び手数料、これは町営住宅使

用料が主なもので、あの数字をごらん下されば理解できると思います。 

 それから９ページ、平成２０年度の町債発行額は０円でありました。 

 それから収入未済額について、平成２５年度の一般会計の収入未済額は１億４,８４３万

７,０００円であり、前年度と比較して２,０８０万１,０００円の増であります。この内容は、

下に書いてありますからごらんください。 

 それから１０ページ、歳出決算について。平成２５年度一般会計歳出予算額は４５億８,３００万

５,０００円で、前年度と比較し１,５０６万９,０００円の増であります。収支済額は４１億

８,２０７万９,０００円で、前年度と比較し５５７万９,０００円の減であります。民生費の

１４.３％の増は、保育園の新築工事によるものであり、商工費の５０.９％減は、木城温泉館

「湯らら」の工事完了によるものです。 

 １１ページは、歳出決算を性質別で表す上表であります。これは数字をごらんください。 

 それから１２ページ、公債費は見てください。予備費予算の流用、平成２５年の予備費充用は

８件の１,６２７万８,０００円となっています。この内容は下記をごらんくださればわかります。 

 それから予算執行状況を確認に十分に行い、やむを得ない処置であるほか、補正による対応を

されたい。それから予算の流用は適正であると指導されております。 

 それから１３ページ、財政援助団体の補助金交付金、平成２５年度は前年度と比べ１億
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５,１２６万７,０００円の減であります。このうち１億１,８００万円は介護基盤緊急整備等臨

時特例基金補助金で、１,６９８万９,０００円は口蹄疫復興に係る牛の導入補助事業の完了であ

ります。それから委託料についてはごらんください。 

 １４ページ、統計資料に基づく財政表について。郡内、県内においても平均に比べ順調で推移

しております。それから真ん中、実質収支比率、２５年度の実質収支比率は８.２％となってお

り、指標３％から５％を上回っております。 

 それから２番の経常収支比率、財政構造の弾力性を見る上で最も重要な比率であり、人件費、

扶助費、公債費等の容易に縮減することのできない経常的な経費に税、交付税等を中心とする経

常的な一般財源収入がどの程度充当されているかを示す比率であり、その率は低いほど財政の弾

力性は大きく、財政構造が優れていると言えます。標準値として７５％以下が望ましいとされて

おり、本町は平成２５年度は６６.１％で、前年度と比較し３.７ポイント増となっており良好な

数字となっております。それから財政力指数、公債費比率も良好な数値となっており、これは県

からも高い評価を受けたと承っております。 

 それから１５ページは、財政管理費、これは去年と余り変わっておりません。ごらんください。 

 それから１６ページ、平成２５年度育英貸付金額は２８８万円であり、前年度１８８万円と比

較し急激な増であった。今後も制度を必要とする方に活用されるよう、広報等周知の取り組みを

望みたいと思います。 

 それから基金、地方自治法第２４１条第１項前段特定の目的のために財産を維持し、資金を積

み立てる目的で、次の基金を設けて運用されているが、いずれも法令条例に基づいておおむね適

正な管理がなされていると認めました。この数字は、今年度２億８,７６５万５,８３９円のプラ

ス。平成２５年度現在高が４３億７,８２９万６,８４６円、これが非常に大きな数字で県からも

評価されているということを聞いております。 

 それから１７ページ、利子配当財産、これは去年と少し変わっているだけで数字をごらんくだ

さい。 

 １８ページ、低額資金運用基金の運用状況調査審査の結果及び意見で、５基金が設定されてい

るが、いずれも法令条例に基づいた運用がなされ、計数及び証拠書類等と合致し正確であること

を認めました。償還遅延のものがあり、解消に一層の努力を要望するものであります。 

 以上です。これで一般会計を終わりたいと思います。 

 それから１９ページ、特別会計。国民健康保険事業特別会計、平成２５年度決算額は上記の表

のとおりです。歳入総額９億２,４５３万４,０００円、歳出総額８億６,８１９万２,０００円で

歳入歳出差し引き５,６３４万１,０００円となっております。単年度収支はマイナス４,７７４万

６,０００円となっております。 
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 単年度収支の安定化を図るための対策を打ち出しても、なかなか効果が出ていない現状であり

ます。今後も対策を継続していくとともに、不納欠損額、収支未済額の解消にも特段の努力をお

願いしたいと思います。 

 それから２０ページ、歳入決算について。平成２５年度国保歳入総額は９億２,４５３万

４,０００円であり、前年度と比べ１,２６６万１,０００円の増加であります。主な増額は、前

期高齢者交付金７,２２９万７,０００円、繰越金２,０５２万円の増加であります。主な減額は、

国庫支出金５,７０１万５,０００円、共同事業交付金１,５０８万３,０００円でありました。 

 それから２１ページ、これは主要財源は数字をごらんください。 

 それから国保税収納税状況、平成２５年度収入済み額は１億４,９９８万２,０００円で、前年

度と比べ６２０万７,０００円の増となった。収納率は９０.２％であります。その内訳は下の数

字をごらんください。 

 それから２２ページ、国保税の不納欠損内訳、平成２５年度不納欠損額は１１５万６,０００円

であります。対象人数は８人で、事由Ｂが主であり、前年度事由Ｂと比べ６０件の減少をしてお

り、努力の成果が見られました。欠損処理の経過を確認したところ、地方税法を踏まえやむを得

ないものと認めた。残りの滞納債権について、さらなる万全の策を講じ、連鎖的に滞納を助長さ

せないよう、最善の努力を望みます。 

 ２３ページの歳出決算について。平成２５年度国保歳出総額は８億６,８１９万２,０００円と

なっており、前年度と比べて６,０４０万８,０００円の増となっております。保険給付費につい

ては、前年度と比べ２,６０８万９,０００円の５.０％増となっています。共同事業拠出金が増

となっているが、内容は高額医療費拠出金２,８５０万７,０００円、保険財政共同安定化事業拠

出金８,５０４万９,０００円となっております。 

 ２４ページに行きます。保険給付費の内訳は上表のとおりです。療養諸費は前年度と比較し

２,６３８万７,０００円の増、高額療養費も２１０万２,０００円の増となっております。今後

も健康診断等の受診率向上指導に努め、医療費の削減に努力をされたい。下のほうは数字を見て

いただきたいと思います。 

 それから２５ページ、簡易水道の特別会計。歳入総額１億３,３００万円、歳出総額１億

２,７１１万２,０００円で歳入歳出差し引き５８８万８,０００円となっております。あとは数

字を見ていただきたいと思います。 

 ２６ページ、歳入決算について。平成２５年度の簡易水道歳入総額は１億３,３００万円であ

り、前年度と比べ２億６,８０６万４,０００円の減となっております。要因は、国庫支出金繰入

金が大きく減少しているためです。 

 ２７ページの主要財源の状況は数字をごらんください。 
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 ２番目の水道使用料の収納状況、平成２５年度の水道使用料の収入済額は８,１６０万円で、

前年度の８,０７２万５,０００円と比べ、８７万５,０００円の増であった。収入未済額は

１１４万７,０００円で、前年度と比べ３３万４,０００円の減となっております。収納率は

９８.６％で、前年度より０.４％増となっております。滞納繰越金の徴収率が低下しており、今

後も最善の徴収努力を要望するものであります。あとは数字をごらんください。 

 ２８ページ、町債償還状況。町債が０でありました。あとは数字を見てください。 

 それから水道加入者及び世帯数の状況及び推移、定住促進の効果もあり平成２３年度から

５３世帯が増加しております。 

 ２９ページ、歳出決算について。平成２５年度の歳出総額は１億２,７１１万２,０００円とな

っており、前年度と比べて２億５,８４０万８,０００円の減となっております。 

 それから３０ページ、下水道事業特別会計。歳入総額１億７,８５２万１,０００円、歳出総額

１億５,７７１万２,０００円で、実質収支は２,０８０万９,０００円であります。前年度実質収

支を差し引いた単年度収支は１,３５７万４,０００円となっております。 

 ３１ページ、歳入決算について。平成２５年度歳入総額は１億７,８５２万１,０００円であり、

前年度と比べると８６１万９,０００円の増であった。主な増額は、繰入金６４０万２,０００円、

使用料及び手数料２２９万円となっております。 

 それから３２ページ、主要財源の推移について。上表のとおりです。 

 下水道整備事業の本管工事が終了し、主な財源は下水道使用料３,０７９万１,０００円、一般

会計繰入金１億３,８２０万円となっております。それから下水道使用料徴収収納状況、平成

２５年度収入済額は３,０６３万４,０００円であり、前年度の２,８４６万７,０００円と比べ、

２１６万７,０００円の増となっております。収入未済額は２１万６,０００円で、前年度の

２６万１,０００円に比べ、４万５,０００円の減となっております。 

 それから、町債及び償還状況。平成２５年度の町債発行はありませんでした。あとは数字をご

らんください。 

 ３３ページ、歳出決算について。平成２５年度の歳出総額は１億５,７７１万２,０００円とな

っており、前年度と比べると１,１７０万４,０００円の減となっております。平成２３年度の本

管工事が終了し、各家庭へのつなぎ込みが進み、加入率は９３.３％となっております。排水設

備整備補助金は、使用開始から３年間最終期限が平成２６年度末までになっているので、普及率

向上に努めていただきたい。 

 ３４ページは、介護保険特別会計。歳入総額５億７,２３６万６,０００円、歳出総額５億

５,６９０万５,０００円で、歳入歳出差し引きは１,５４６万１,０００円となり、単年度収支は

１０７万３,０００円のマイナスとなっております。 
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 ３５ページ、歳入決算について。歳入総額５億７,２３６万６,０００円であり、前年度と比べ

５,３５３万８,０００円の増加になっております。主なものは、この数字を見ていただきたいと

思います。 

 それから３６ページ、主要財源の状況及び推移。前年度と比べ５,３５３万８,０００円の増と

なっております。これは下記の数字をごらんください。 

 それから介護保険料収納の状況。介護保険料収入額は８,２８１万８,０００円であり、前年度

と比べて５０６万５,０００円の増であった。収入未済額については３４４万７,０００円で、前

年度の３６３万３,０００円に比べ１８万６,０００円の減でありました。収入未済額及び不納欠

損額については、特に返すように特段の努力を望みたいと思います。 

 ３７ページ、歳出決算について。歳出総額５億５,６９０万５,０００円となっており、前年度

と比べ１,４７５万円の増となっております。保険給付費は前年度と比べ１,５３７万５,０００円

の大幅な増となった。これは、あとは見ていただきたいと思います。 

 ３８ページ、平成２５年度保険給付費は前年度に比べ４,８９３万７,０００円の増となってお

ります。主なものに特定入所者介護サービス等費が６２９万５,０００円の増、介護予防サービ

ス等諸費が７０３万７,０００円の増、高額医療合算介護サービス等費が２６万１,０００円の増

となっております。それから介護保険被保険者数は、平成２５年度は１,６６３人で前年度に比

べ４６人の増となっております。 

 ３９ページ、介護特別会計。歳入総額９０４万７,０００円、歳出総額７３４万１,０００円で

歳入歳出差し引き１７０万６,０００円となっております。前年度実績収支を差し引いた単年度

収支は７９万４,０００円となっております。 

 ４０ページ、歳入決算について。歳入総額９０４万７,０００円であり、前年度と比べ９９万

１,０００円の増であり、サービス収入が６２万４,０００円の増、一般会計からの繰入金は

２４万７,０００円の増でありました。現在、本町の要介護認定者は２１０名、要支援認定者は

１０３名となっております。 

 ４１ページは、これは歳出です。数字をごらんください。 

 ４２ページ、後期高齢者医療特別会計。歳入総額６,３６６万５,０００円、歳出総額

６,２４８万４,０００円で、歳入歳出差し引き１１８万１,０００円となっており、前年度実質

収支を差し引いた単年度収支はマイナス１１万円となっております。 

 ４３ページ、歳入決算についてはごらんください。 

 それから４４ページ、後期高齢者医療保険料収納状況。平成２５年度保険料収入額は３,３９０万

７,０００円であり、前年度より２４７万７,０００円の増となった。あとは、人口は数字を見て

いただきたいと思います。 
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 それから４５ページ、歳出総額は６,２４８万４,０００円となっており、前年度と比べ

２８５万４,０００円の増となっております。後期高齢者医療広域連合納付金については、前年

度と比べ２８７万１,０００円の増であり、年々増加している状況です。 

 ４６ページ、結び。平成２５年度の一般会計及び特別会計の歳入歳出、決算並びに基金の運用

状況、財産の管理状況について審査した結果、それぞれの予算はその目的に沿って効果的に執行

され、おおむね所期の目的を果たしているものと認めました。 

 また、各会計決算及び基金とともに計数に誤りはなく、関係帳票、証拠書類も整備されている

ことを認めました。順調に推移しているために、毎年同じ文章で大変申しわけないと思っており

ます。 

 それから、真ん中のほうに平成２０年度より本町は九州電力の小丸川発電所の稼働に伴う固定

資産税増加により、普通交付税の不交付団体となっていましたが、平成２６年度は５,０００万

円が計上されたことで、不交付団体が外れることになり、今まで以上の緊張感をもって財政健全

化に取り組みをせざるを得ないと思います。 

 それから、自主財源も順調に推移しているが、平成２５年は固定資産税の減により町税は

３.３％の減となっております。今後も町債の削減や歳出削減に努め、財政健全化を図っていか

なくてはならないと思っております。 

 それから、最後のほうでいろんな去年から今年にかけて、いろんな状況で悪い材料もあってお

りますけど、平成２６年は特に上記の問題等と、特にまた社会保障改革の面では、生活習慣改善

による健康寿命や人口減少対策の問題等が出てきております。 

 また、その中で本町は、極めて高い加入率を誇る下水道事業や、介護保険料の据え置き、また

定住促進奨励金制度など特徴を生かしたまちづくり等の実施効果を踏まえ、またそれ以上さらな

る努力で、住民にきめ細かい丁寧な説明責任等地域サービスの向上を願うものであります。一層

の努力をお願いしたいと思います。 

 以上、監査報告を終わります。 

○議長（甲斐 政治）  代表監査委員の決算審査報告が終わりました。 

 ここで１０分間休憩いたします。 

午前10時19分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時30分再開 

○議長（甲斐 政治）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２４．決算審査特別委員会の設置及び委員の選任 
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○議長（甲斐 政治）  日程第２４、決算審査特別委員会の設置及び委員の選任を議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。議案第５１号平成２５年度木城町一般会計歳入歳出決算認定についてから、

議案第５６号平成２５年度木城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については、１０人

の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  ご異議なしと認めます。したがって、議案第５１号平成２５年度木城町一

般会計歳入歳出決算認定についてから、議案第５６号平成２５年度木城町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算認定については、１０人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに

付託して審査することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委

員会条例第６条第１項の規定によって議長が会議に諮って指名することになっております。 

 委員には、後藤和実君、堀田燧幸君、原博君、税田輝房君、神野源生君、山田秋吉君、宮﨑勝

正君、中竹義一君、中村一也君、そして議長、甲斐政治を指名したいと思います。これにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  ご異議なしと認めます。したがって、決算審査特別委員会の委員は、後藤

和実君、堀田燧幸君、原博君、税田輝房君、神野源生君、山田秋吉君、宮﨑勝正君、中竹義一君、

中村一也君、そして議長、甲斐政治の１０名を選任することに決定いたしました。 

 ここで、委員会条例第７条の規程により決算審査特別委員会を開催し、委員長、副委員長を互

選していただきますので、暫時休憩いたします。 

午前10時35分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時36分再開 

○議長（甲斐 政治）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 決算審査特別委員会の委員長、副委員長が互選されましたので、その結果を報告いたします。 

 決算審査特別委員会委員長に宮﨑勝正君、副委員長に原博君が互選されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２５．議案に対する質疑 

○議長（甲斐 政治）  日程第２５号、議案に対する質疑を行います。 

 これより、提案されました議案第５１号から議案第６９号に至る議案の一議案ごとの質疑を行
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います。 

 まず、議案第５１号から議案第６９号については総括質疑といたします。ただし、議案第

５１号から議案第５６号の決算認定６件については、決算審査特別委員会において全員で審査を

行いますので、質疑を省略いたします。 

 これより、議案第５７号から議案第６９号に対する総括質疑を行います。 

 まず、議案第５７号木城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の制定についてを議題といたします。議案第５７号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第５８号木城町家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準を定める条例の制定

についてを議題といたします。議案第５８号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第５９号木城町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定についてを議題といたします。議案第５９号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６０号木城町営マイクロワンマン自動車運行条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題といたします。議案第６０号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６１号木城町インターネットサービスの利用料及び手数料徴収条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。議案第６１号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６２号木城町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

議案第６２号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６３号木城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と

します。議案第６３号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６４号平成２６年度木城町一般会計補正予算（第３号）を議題とします。議案第

６４号に対する総括質疑はありませんか。３番。 

○議員（３番 原   博君）  歳入の財産収入、１７ページの土地売り払い収入１,２４２万円

はどこなのか。１９ページ、雑入のスポーツ振興くじ助成金２,２５６万円はどこの助成で来て

いるのか。歳出の２３ページ、企画費の委託料１,０５８万４,０００円は何なのか。 

 次に、商工費の公園費工事請負費の３,１００万円はどこなのか。３５ページの住宅建設費の

工事請負費３,０４５万円はどこなのかをお伺いします。 

○議長（甲斐 政治）  財政課長。 

○財政課長（石井 雄二君）  １６、１７ページの財産収入財産売り払い収入でありますが、木城

クリニックの土地、町有地であります。永田先生のほうから、地域に根差した診療をしたいとい

うことで、財産の売り払い申し込みがありましたので、その分についての予算計上をしているも

のであります。 

○議長（甲斐 政治）  企画課長。 

○企画課長（萩原 一也君）  １９ページのスポーツ振興くじ助成金でございますが、石河内旧小

学校跡地のグランドに整備いたしますテニスコート整備に係るスポーツ振興くじ助成金でござい

ます。 

 続きまして歳出ですが、企画費委託料１,０５８万４,０００円、これにつきましては過疎自立

促進計画の変更のほうにも上がっておりますが、総務省の地域公共交通確保維持改善事業費補助

金というものをいただきまして、木城町の今後ますます高齢化率が上昇していくであろうという

ことが予想される中で、将来的に木城町の公共交通のあり方について、どのような運営方法を行

ったのが一番よいかという調査・研究をするための委託料でございます。 

 ３３ページ公園費の工事請負費３,１００万円でございますが、先ほど申しましたテニスコー

トの整備につきまして、３面程度で計画しておりましところ、４面ということで整備をするとい

うふうにしておりますので、その分の詳細設計したところ増額ということになりました。 

 以上です。 

○議長（甲斐 政治）  環境整備課長。 

○環境整備課長（河野 浩俊君）  歳出の３５ページ、住宅建設の工事請負費でございますが、め

ばえ保育園入口、現在クラッシャーランで駐車場となっておりますところの西側の一部に、一般

住宅を３棟計画をしております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 政治）  ３番。 
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○議員（３番 原   博君）  木城クリニックの収入についてはどれぐらいで、坪。 

○議長（甲斐 政治）  財政課長。 

○財政課長（石井 雄二君）  木城クリニックに現在貸しております土地が３筆でございます。大

字高城の３８４６番地、ほか２筆で２,２１８.１４平米でございますが、坪単価にしますと、売

買実例価格を参考にしております。 

 売買実例価格と申しますのは、平成２３年１１月２８日に木城薬局等に一部町有地を払い下げ

た経緯がございまして、その分の坪単価３万６,９６０円を基準にしております。その価格を

ベースに誘致企業助成等の基準額、補助基本額といいますか、誘致企業等の価格を参考にしてお

りまして、地域医療に貢献していただくということで、その価格の相当額２分の１額で払い下げ

るということで予算計上しているものであります。 

○議長（甲斐 政治）  ほかに質疑ありませんか。２番。 

○議員（２番 堀田 燵幸君）  ３１ページの商工費ですけど、企業立地奨励補助金の内容の説明

と、それから、その下の商工振興費、商工会の共通商品券の発行助成だと思いますが、この商品

券の発行については残りが５,０００万円分の発行枚数があるわけですが、商工会そのものから

あと１,０００万円の発行追加の要望が１,０００万円しかなかったのか、要望としてはそれ以上

の額があったけれども、執行部のほうでその額を制限されたのか、その２点ほど伺いいたします。 

○議長（甲斐 政治）  企画課長。 

○企画課長（萩原 一也君）  まず初めに、企業立地奨励補助金のほうでございますが、５１２万

円計上させていただいております。対象企業につきましては、株式会社宮崎農産でございます。

事業内容につきましては、現在、宮崎農産におかれましては大根、漬物の材料の前処理の洗浄等、

仕上げに使う水を一ツ瀬の水道のほうからとっております。 

 水道料がかなり上がるということで、今回、井戸を掘りまして、井戸を掘る場所につきまして

は、宮崎農産の入り口付近から下に４７０メートルほど下ったところ、似りのほうに行く道路の

ところの付近に井戸を掘りまして、そこからポンプアップして宮崎農産まで水を運ぶという内容

でございます。事業費が１,０２４万８,０００円でありまして、その２分の１の５１２万円を今

回、補正でお願いしておるところでございます。 

 続きまして、商工会歳末大売り出し共通商品券発行助成金でございますけれども、第１回目に

６月２２日に販売しております。９時に販売開始したわけなんですけれども、１２時１０分には

完売ということで、完売した以降も「買いたかったんだけど買えなかった」という人もあったと

いうことで、商工会からの要望というのは、幾らというのはございませんでしたけれども、今回、

より多くの人が購入ができるように２００万円程度の上乗せということで、お願いしておるとこ

ろでございます。 
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 以上です。 

○議長（甲斐 政治）  ほかに質疑ありませんか。２番。 

○議員（２番 堀田 燵幸君）  先ほどの３５ページの工事請負費でめばえ保育園の駐車場を町営

住宅を３戸ほどつくろうということですが、これは当初の保育園の用地買収のときに何回も「駐

車場は広すぎるんでありませんか」と、「一部町営住宅用地としてはどうですか」という意見を

相当言いました。 

 そのときの言い訳は「入園式、あるいは運動会のときには１００台以上の車がとまるのにぜひ

必要なんだ」と、広すぎるんではありませんかと何度も言いました。ところがその後には今度は

「臨時の避難所として使用するから、これぐらい必要でないですか」ということをさんざん言わ

れた。 

 今のここにきて町営住宅を建てることには決して反対ではありません。大いに賛成です。しか

し、その１年もたたないうちに駐車場から町営住宅を建てるというそこのところをお聞きします。

なぜこういうふうになったのか、駐車場をということになったのか。 

○議長（甲斐 政治）  町長。 

○町長（田口 晃史君）  お答えいたします。 

 今、２番議員のご質問のとおりで、最初はそういうことであったと思います。しかし、私自身

はやっぱり広すぎると、駐車場が。そういったことでその後もいろいろ検討を重ねたところであ

りますが、せっかく一番いい場所にありまして、そして財産の有効利用を図るということ。 

 現在でも各課長はほとんどが反対でありますが、私はやっぱり財産の有効活用を図らんといか

んと。その年に２回か３回しか使わない駐車場を私が数えたときに、ここに全部詰めれば１２０、

３０台、現在でもとめることはできると思うんですが、それでそういったことで、じゃ、一部だ

けでもやっぱり町営住宅として有効利用を使おうということで、私の考えではこのような予算を

計上させていただいたところであります。 

 したがいまして、残り、今の駐車場のところだけで４０台ぐらいの残るんですが、そのほかに

周辺にございますので、そういったいろんな行事には支障ないとそのように考えております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 政治）  ほかに質疑ありませんか。２番。 

○議員（２番 堀田 燵幸君）  当初町営住宅四日市にと言うたときに、町営住宅の建設地には四

日市の住民の方の了解が、住宅に反対されるというのがあった。今回はそういうのは町長は全く

支障としてはない。 

○議長（甲斐 政治）  町長。 

○町長（田口 晃史君）  現在のところそういったことはございません。 
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 以上です。 

○議員（２番 堀田 燵幸君）  まだこれで３回目。 

○議長（甲斐 政治）  はい、２番。 

○議員（２番 堀田 燵幸君）  先ほどの商品券の発行、商工会からの要望ではないと、執行部の

自主的な気配り、これを２００万円、５,０００万円が６,０００円になって１,０００万円の上

乗せ発行ですから、その言葉は悪いけれども、１,０００万円ぐらい発行しても、この前のよう

な状態と同じだと思うんです。やるのであれば予算の関係だったら何とも言いませんけれども、

１,０００万円発行してもそう大差はないと思うんです。なぜ思い切ってやられないんでしょう

か。 

○議長（甲斐 政治）  企画課長。 

○企画課長（萩原 一也君）  先ほど申しましたが、トータルで２,０００万円組んでいます。前

半で１,０００万円ということで、後半も１,０００万円まだ残りがあるわけですけれども、その

２,０００万円に上乗せして２００万円ということで１,２００万円というやり方をとっておりま

すが、財源等の問題もございますので、今回は２００万円の追加というふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 政治）  ほかに質疑ありませんか。３番。 

○議員（３番 原   博君）  木城クリニックの売り払いというか、いう場合、例えば今後木城

町の病院がやめた場合に、土地の確保とかで困るということで話をしたことがあるんですが、そ

れについて院長先生とは、今後ずっと続けてもらうような話についてはどうなっているのか、伺

ってもよろしいですか。 

○議長（甲斐 政治）  副町長。 

○副町長（半渡 英俊君）  ただいまの件でありますけれども、逃げられないようにというか、先

ほどから財政課長が申し上げましたとおり、永田先生としましてはあくまでも地域医療に貢献を

したいということであります。 

 また、先生のお言葉をそのまま言わせていただきますと、足を地につけ逃げない環境づくりを

もって地域貢献をしたいということでありますので、そういうことでご理解いただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（甲斐 政治）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  以上で、本案に対する総括質疑を終わります。 

 次に、議案第６５号平成２６年度木城町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）を議題
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といたします。議案第６５号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６６号平成２６年度木城町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）を議題とい

たします。議案第６６号に対する総括質疑はありませんか。２番。 

○議員（２番 堀田 燵幸君）  １５ページをお願いします。一般管理費ですが、この時期にきて

の人件費、これは異動によるものか、それとも増員による補正なのか、増員ということになれば

この時期にきての増員、どういった理由で職員の増員をされるのか、それが一点です。 

 それから、その下の工事請負費、配水管布設工事費ですが、これの場所と工事内容、受益者の

戸数をお願いいたします。 

○議長（甲斐 政治）  総務課長。 

○総務課長（横田  学君）  ただいまご質問いただきましたけれども、人件費につきましては、

これまで何回も説明をしておりますが、予算の計上の仕方に、まずご説明をしたいと思います。 

 ２６年度１月１日現員数で予算を編成するわけであります。したがいまして、４月以降新たに

職員を配置しておりますので、その関係の人件費をここで調整をさせていただいたところであり

ます。人件費については、以上であります。 

○議長（甲斐 政治）  環境整備課長。 

○環境整備課長（河野 浩俊君）  １５ページの水道建設費、工事請負費ですが、配水管布設替え

工事請負費ということで、先ほどの一般会計のほうでも説明がありました「めばえ保育園」の一

部のところに住宅３戸を建てるわけなんですけれども、その部分に配水管がきておりませんで、

一部小川自動車のところあたりまで、そのあたりまでは細い管できておりますので、一部管を増

径しまして、めばえ保育園の前から県道までを管の布設替え等をするものでございます。 

○議長（甲斐 政治）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  以上で、本案に対する総括質疑を終わります。 

 次に、議案第６７号平成２６年度木城町介護保険特別会計補正予算（第１号）を議題といたし

ます。議案第６７号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６８号平成２６年度木城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を議題と

いたします。議案第６８号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６９号木城町過疎地域自立促進計画の変更についてを議題といたします。議案第

６９号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 以上で、議案第５７号から議案第６９号に対する総括質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２６．各常任委員会・特別委員会議案審査付託 

○議長（甲斐 政治）  日程第２６、各常任委員会・特別委員会議案審査付託を議題といたします。 

 お諮りいたします。第４回木城町議会定例会に付議されました議案の審査については、お手元

に審査日程表が配付してあります。このとおりおのおのの案件を各常任委員会、特別委員会に審

査を付託し、本会期中にその審査結果を求めたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  ご異議なしと認めます。したがって、議案第５１号から議案第６９号に至

る議案については、各常任委員会、特別委員会に審査付託することに決定いたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２７．散会 

○議長（甲斐 政治）  日程第２７、散会。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。あす６日から７日までは休会、８日月曜日は本

会議、午前９時会議で一般質問となっています。 

 本日はこれで散会といたします。 

 議員の方は控え室にお願いいたします。 

○事務局長（渕上 達也君）  皆様、ご起立ください。一同、礼。ご苦労様でした。 

午前10時50分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 


